
利用申請
入金後、標品受領

1.新規手続

継続

終了1年後
RD株、RD由来の派生物・改変
物廃棄
RD
の提出

3.終了手続

継続申請
※標品の発送はしません

2.継続手続
必要な年数後 RD株、RD由来の派生物・改変

物廃棄
RD
の提出

3.終了手続

年ごとに継続手続要

※標品の死滅、使い切り等
再提供依頼
入金後標品の再受領

4.再提供手続利用期間中、
必要に応じて

成果報告（商業利用、特
許、論文化等）

5.成果報告利用期間中、適切な
タイミングで

※部分的な終了・継続も可能です


